
役場からのお知らせ
 － Niikappu Town Office Information －

確定申告が始まります！（３月 16日まで）

　今年も ｢ 所得税及び町民税・道民税 ｣ の確定申

告相談を行います。確定申告は、昨年の１年間の

所得を算出し、税額を計算するものです。

今年度の申告相談日程は次のとおりです。

●問い合わせ先

　税務課税務グループ賦課係　☎ 0146・47・2115

期日 曜日 対象地区 会　場 受付時間

２月 16 日 月
美宇・新和・太陽・里平 新和生活館

9時 30 分～ 13 時
東川・共栄 東川生活センター

17 日 火
新栄・泉・若園 新栄生活センター
朝日・緑丘・古岸 緑丘生活センター

18 日 水 節婦町（第１区～第４区）
節婦生活館

9時 30 分～ 15 時

19 日 木
節婦町（第５区～第７区）

9時 30 分～ 13 時
大狩部

20 日 金 大富・万世・明和 万世生活センター 9時 30 分～ 13 時
23 日 月 本町 本町多目的交流センター 9時 30 分～ 15 時
24 日 火 中央町 役場 101 会議室 9時～ 16 時
25 日 水 北星町
26 日 木 東町
27 日 金 東泊津・西泊津・高江

３月２日～ 16 日 月～月 会場に来られなかった方

期日 曜日 対象地区 会　場 受付時間

１月 26・27 日 月・火 本町

役場 101 会議室 9時～ 16 時

28・29 日 水・木 中央町
１月 30 日・２月２日 金・月 北星町

２月３・４日 火・水 東町
５・６日 木・金 新冠沢地区（西泊津～泉）
９・10 日 月・火 西新冠地区（大狩部～里平）
12・13 日 木・金 節婦町

申告相談日程表

給与者還付申告・年金者申告相談

※夜間申告相談
　昼間申告ができない人を対象に、２月４日（水）
３月４日（水）に限り、17～ 19時の時間申告相
談を行います。（会場：役場101会議室）

役場窓口

　12 月 31日～１月５日

青年の家・町民センター・

町民スポーツセンター・

節婦体育館・郷土資料館・

新冠・節婦老人憩いの家

レ・コード館

　12 月 30日～１月５日

子育て支援センター

　12 月 31日～１月５日

町立国民健康保険診療所・

デイサービスセンター

　12月 31日～１月５日

動物の火葬業務

　12月 31日～１月５日

ゴミ収集運搬業務

　12月 31日～１月５日

健康推進バス

　平常運行

町道の除雪が必要な時

　役場にご連絡ください。

警備員が常駐し、担当者

と除雪委託業者へ連絡を

とり業務を行います。

　役場：☎ 47・2111

水道の修理業務

　水道の凍結や漏水など

がありましたら、次の指

定業者に連絡願います。

12 月 31日

　㈲畠山設備☎ 47・3466

１月１日

　㈱長嶺設備☎ 47・4462

１月２日～１月３日

　㈲坂森設備☎ 47・3584

１月４日～１月５日

　㈱道南☎ 42・3198

道の駅売店

　12月 29日～１月３日

ホロシリ乗馬クラブ

　12月 26日～１月７日

新冠温泉

　通常営業

伊藤商会㈲（新冠・新和）

　12月31日12時～１月４日

岩倉商事㈱新冠営業所

　12月31日15時～１月１日

中山石油㈱

　12月31日14時～１月５日

ＪＡ新冠スタンド

　12月31日13時～１月３日

横山石油

　12月 31日 15時～１月４日

新冠郵便局

　窓口12月 31日～１月４日

　ATM は時間を短縮して営業

苫小牧信用金新冠支店

　窓口・ATM

　12月 31日～１月４日

新冠町農業協同組合

　窓口・ATM

　12月 31日～１月４日

ひだか漁協新冠支所

　窓口・ATM

　12月29日13時～１月５日

※年末年始は、営業日で

あっても営業時間を短縮

している場合があります。

詳しくは、直接店舗にお

問い合わせください。

年末年始の公共施設などの休業日のお知らせ

金融機関

ガソリンスタンド

平成27・28年度競争入札参加資格審査申請受付
　新冠町の競争入札へ参加を希望される業者は、申請

が必要になりますので、次の期間に必ず申請を行って

ください。詳細については町ホームページ、または、

担当課へ問い合わせください。

●受付期間　平成 27年１月 13日～２月 13日

●問い合わせ先

  ・物品購入など・業務委託に関する申請

総務課総務グループ財政係　☎ 0146・47・2114

  ・建設工事に関する申請

建設水道課管理グループ管理係　☎ 0146・47・2518

「児童扶養手当」の一部改正
　これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を

受給できませんでしたが、平成 26年 12月以降は、年

金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児

童扶養手当を受給できるようになりました。

　新たに申請を希望される方、また、受給している年

金額が手当額よりも低いか確認を希望される方は、年

金証書を持参し、役場町民生活課窓口までお越しくだ

さい。

●申請・問い合わせ先

　町民生活課町民生活グループ社会係　☎ 0146・47・2115

ＬＥＤ照明に替えてみませんか？
　11月から、北電の家庭用電気料金が平均 15％値上

がりしました。これは、一年前に電気料金が値上がり

した時の約２倍となっており、家計への負担が大きく

なっています。そのような中、町では、町内のお店で

ＬＥＤ照明を購入した場合の「購入費の一部補助」を

行っております。ぜひ、この機会にＬＥＤ照明の購入

を検討してみてはいかがですか？

●問い合わせ先

企画課まちづくりグループ企画係　☎ 0146・47・2498

各課からのお知らせ
　認定こども園ド ･レ ･ミでは、平成 27年度入園児を次の日程で

募集しています。入園申込書は、認定こども園にて配布しています。

○募集期間　12月 24日（水）～１月 16日（金）

○募集定員　長時間型保育（保育所）

　　　　　　　０歳～５歳児　135名（継続含む）

　　　　　　短時間型保育（幼稚園）　

　　　　　　　３歳～５歳児　　30名（継続含む）

○入園資格　長時間型保育

　　　　　　　新冠町に在住している「長時間型保育（保育所）」

　　　　　　　入園資格に該当する児童

　　　　　　短時間型保育

　　　　　　　新冠町に在住する児童で、平成 27年４月１日で満

　　　　　　　３歳から５歳までの児童

※詳しくは、12月12日配布の町政事務文書「平成27年度入園児募集」

をご覧いただくか、認定こども園へ問い合わせください。

●問い合わせ先

　新冠町立認定こども園ド ･レ ･ミ　☎ 0146・47・2489

平成27年度認定こども園ド・レ・ミ入園児募集のお知らせ
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